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家家畜畜衛衛生生だだよよりり                                            ２０２０年４月２４日発行 

ステップアップ 畜産！ 

                   西部農業事務所 家畜保健衛生課（西部家畜保健衛生所） 
 

 

★新年度ご挨拶 
 令和2年4月1日付けで西部農業事務所家畜保健衛生課長に着任いたしました須

藤です。 

 日頃から家畜保健衛生及び畜産振興に係る事業推進に対し、御理解と御協力をいた

だき、改めてお礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、消毒薬をはじめとする衛生資材の入手が困

難な状況にありますが、生産者及び関係者の皆様には、引き続き農場での飼養衛生管

理の徹底による家畜の伝染性疾病侵入防止に努めていただくとともに、万が一、飼養

家畜に異状が認められた場合は早期通報をお願いいたします。 

 新体制のもと一つ一つの課題に真摯に向き合い、家畜の伝染性疾病の発生予防とま

ん延防止、生産性の向上等、畜産振興に職員一丸となって取り組んで参りますので、

更なる御理解、御協力をお願いいたします。 

             西部農業事務所家畜保健衛生課長 

             （西部家畜保健衛生所長）  須藤 慶子  

 

★牛定期検査の実施延期について 

 CSF（豚熱）ワクチン接種を継続的に実施していく仕組み作りのため、今年度に予

定されている牛のヨーネ病定期検査は、令和３年度に実施することになりました。ご承

知願います。 

該当地域：高崎市（旧群馬町）、藤岡市、甘楽町 
 

今年度以降の予定 

R４年度：高崎市(旧高崎市)、安中市 
R5年度：高崎市(旧榛名町)、下仁田町 
R6年度：高崎市(旧箕郷町、旧吉井町)、富岡市 

 
★ゴールデンウイーク期間中の死亡牛ＢＳＥ検査受付日程について 
死亡牛の牛海綿状脳症(ＢＳＥ)検査は家畜衛生研究所にて実施していますが、ゴールデ

ンウイーク中の実施体制は下記のとおりですのでご了承ください。 



なお、受付時間は午前９時から午後４時までとなっています。 

連絡先：前橋市富士見町小暮2425-3 家畜衛生研究所 

電話：027-288-2106   FAX：027-288-2161 

 
★産業廃棄物管理表(マニフェスト)の提出について 

 平成３１年４月から令和２年3月までに交付されたマニフェスト伝票を同封しま

した。「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」により１年分の実績を取り纏めて、下

記提出先へ２０２０年６月末までに各自でご提出ください。なお、返送されたマニフ

ェスト伝票については、５年間の保存が必要です。 

＜ 提 出 先 ＞ 
 

 

 

 
 
 
 

 

★家畜伝染病予防法が改正されました 

国内で26年ぶりに発生が確認された豚熱が、野生いのししによって広域に拡散し

たことや、アフリカ豚熱等の悪性伝染病の国内侵入リスクが高まっていることから、

家畜伝染性疾病の発生予防とまん延防止を図るため、令和2年4月3日、「家畜伝

染病予防法の一部を改正する法律」が公布されました。今後、具体的な内容が記載さ

れる省令等の改正が予定されています。 

【主な改正点（施行期日：公布日（令和2年4月3日）から3月以内）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

消毒義務 
衛生管理区域に入る者への義務から

出入りする者への義務に変更 

野生動物対策 
野生動物の悪性伝染性疾病調査と経

口ワクチン散布を法に位置付け 

責任者の選任 
家畜の所有者と管理者が別の農場

では、衛生管理区域ごとに飼養衛生

管理に係る責任者を選任 

飼養衛生管理に関する罰則強
化 
改善命令に従わなかった場合の罰則 

予防的殺処分 
口蹄疫に加えてアフリカ豚熱を予防的殺

処分の対象に追加 

野生動物での発生時にも実施可能 

検疫強化 
輸出入検疫の強化と罰則強化 

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35-1 

TEL：027-321-1325  

〒370-0805 高崎市台町４-３ 

TEL：027-323-5530 

高崎市 

その他の市町村 

高崎市 環境部 産業廃棄物対策

西部環境森林事務所 



 
★県外導入牛、県外預託など牛の移動に伴うヨーネ病検査につい
て 

ヨーネ病の発生及びまん延防止のため、県外の農場から牛を導入(退牧)したら、ヨ

ーネ病の検査を受ける必要があります。また、市場で県外からの上場牛を購入した場

合も同様です。なお、肥育牛は対象外です。 

県外から牛を導入する際は、下記の方法により家畜保健衛生所までご連絡ください。 

1 電話： 027-362-2261  

2 県外牛導入計画書（ F A X 可：027-362-2260） 

・導入牛の異動履歴の全ての農場がカテゴリーⅠ農場であることを確認した場合 

→スクリーニング抗体検査(700円) ※6カ月齢未満は遺伝子検査(1290円)） 

・導入牛の異動履歴の全ての農場がカテゴリーⅠ農場であることが確認できない場合 

→スクリーニング抗体検査と遺伝子検査 ※6カ月齢未満は遺伝子検査 

 

ご希望により、牛白血病の抗体検査(5９0円)、牛ウイルス性下痢粘膜病(BVD-MD)

の抗原検査(1290円)も可能です。 

また、検査で陰性が確認されるまでは隔離飼育をお願いいたします。 

 

 
★浅間家畜育成牧場夏入牧について 

浅間家畜育成牧場では、夏入牧を下記のとおり実施します。 

6月１７日（水）         8月１９日（水）   

 また、入牧の衛生条件は、ヨーネ病・BVD-MD・牛白血病「陰性」のものとな

ります。入牧に当たってはワクチン接種も必要となるので入牧希望がある方は、

入牧日一か月前までに取りまとめて、各市町村又は当所までご連絡ください。 

 入牧頭数には限りがありますので、希望多数の場合は頭数を調整させていただ

きます。あらかじめご了承ください。 

 
★令和２年度家畜人工授精師講習会の開催について 

 隔年で６月頃に開催している家畜人工授精師講習会について、新型コロナウイルス感染症の

感染者増加を受け、開催の延期を決定しました。なお、今後の開催日程は未定です。 

 受講を検討されていた方にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

★ハエ対策はお早めに 

ハエの発生により「生産性の低下」「衛生面の悪化」「近隣とのトラブル」が考えら

れます。気温が上昇すると産卵された卵が次から次へと成虫になるため、爆発的に増え

ていきます。暖かくなる前に、早めの防除対策を始めましょう！！ 

効率的な駆除には「環境対策」と「殺虫剤の使用」を一緒に行うことが大切です。 



1. 環境対策 

・水分と幼虫の食べ物がある場所は、ハエの発生源になります。ふん尿や食べ残しなど

は、こまめに除ふん・清掃を行いましょう。 

・乾燥した場所ではハエの卵は死滅します。換気や排水に気をつけて畜舎内を乾燥した

状態に保ちましょう。 

2. 殺虫剤の使用 

（幼虫） 

・幼虫の発生する場所にＩＧＲ剤（発育抑制剤）を散布し、幼虫を駆除します。一般的

に幼虫は成虫の倍いると言われており、薬剤散布は幼虫対策から取り組むとより効果的

です。 

(成虫) 

・発生した成虫には殺虫剤を散布します。即効性はありますが持続性がなく、複数回の

散布が必要なため労力がかかります。また、同じ系統の薬剤を繰り返し使用していると

効果が出にくくなるため、異なる系統のもの（ピレスロイド系・有機リン系製剤）をロ

ーテーションで使用してください。 

 

 

★堆肥による農作物のクロピラリド被害について 

  海外で使用されている除草剤成分（クロピラリド）が残留した輸入飼料（粗飼料、

穀類、ふすま等）を家畜に給与すると堆肥を通じて園芸作物等に生育障害が発生する

ことがあります。県内においても近年、堆肥中のクロピラリドが原因と疑われる生育

障害が確認されていますので、クロピラリド対策について再確認をお願いします。 

・輸入飼料を購入する際は、購入先にクロピラリド使用の有無を確認しましょう。 

・クロピラリド残留の可能性がある堆肥を販売する場合は、被害を受けやすい作物に

は使用しないよう伝えましょう。 

  被害を受けやすい作物：ナス科、マメ科、キク科、セリ科作物等 

 被害を受けにくい作物：イネ科、アブラナ科作物、果樹等 

 

★定期報告書の提出について 

２０２０年定期報告の提出はお済みでしょうか？まだ提出されていない方は、早急

に西部家畜保健衛生所へ提出してください。 

 提出されない場合、農場で伝染病が万が一発生してしまった際に迅速な防疫処置が

とれない上に国から支給される手当金が減額または不支給となる場合がありますので

注意してください。 

 
 



西部家畜保健衛生所 〒370-0074 高崎市下小鳥町２３３ 

TEL 027-362-2261(２４時間対応) FAX 027-362-2260 

転　出　者
須藤慶子（中部家畜保健衛生課） 高橋　正博（定年退職）
松浦　俊幸（吾妻肉牛繁殖センター）浅田　勉（畜産試験場）

係長 阿部　有希子(農林大学校) 野末　紫央（所内移動）
主幹 山田　光輝
技師 藤澤　望
係長 野末　紫央（所内環境衛生係） 山田　真（吾妻家畜保健衛生所）
副主幹 瀧澤　光華 下田　優（鳥獣害対策支援センター）
技師 清水　誠之(浅間家畜育成牧場)
技師 小材　怜子(新規採用) 今井　文（浅間家畜育成牧場）

主幹専門員 松村　一男
主幹専門員 木暮　幸博(中部家畜保健衛生所)

畜種別主担当(防疫係)
牛 ：瀧澤
豚 ：清水
鶏 ：小材
蜂 ：松村

馬･綿羊 ：木暮

新体制：アンダーラインが転入者、（）内は、旧所属です。転出者の（）内は、転出先です。

新　体　制
所長（課長）

次長

環境衛生係

防疫係

 
★西部家畜保健衛生所の新体制について 

４月の人事異動により以下の転出・転入がありました。どうぞよろしくお願いします 

 

 

不明な点は西部家畜保健衛生所までお問い合わせください。 

 

 

 

 
畜産業を既に廃業された方に本たよりが届きましたら誠にお手数ですが、当所までご一報ください。 

 


